
、.〆

薄塗
灘鰐

蔑

9

論
.

叢

利
潤

の
脛
濟
的
道
徳
的
性

質
二

)
・

誉
業

の
租

税
給

付
能
力

進
歩

か
退
歩

か
(
こ

・

農
業
労
働

問
題

二

)

・

中
世
都
市

の
獲
達

(二
)

時

論
醐

直
接
税
制
度

の
整
理
に
就

て

・

㎜説

苑

我

国
農

産
物

生

産

調
査

に
就

て
(二
)
・

癬
}

　蘇

張

國

一
家

五

口
最

少

生

活

費

調

営

B

一、婁

。
一。
以

前

の
會

計

更
概

要

・

家

畜

保

険

に
就

い
て

・

ボ

ル
シ

逆

,
ズ

ム
分
解

の
傾
伺

.

法
學
構
士

法
學
博
士

「
法
學
博
士

注
學
博
士

文
學
樽
土

注
學
博
士

法
學
博
士

農
學
搏
土

法
學
博
士

法

學

士

経
濟
學
士

法
學
博
士

三 河 財 憩 田

浦 田 部 戸 島

周 嗣 静 正 錦

行 郎 治 雄 治

小

川

郷

太
節

高

岡

熊

雄

山

本

美

越

乃

大

森

研

造

野

口

正
.造

河

田

嗣

郎



　
.
・
時

論

獲

覗
制
度
の
鵯

に
。
て

論

第
†
。
壌

撹
.
七
八
.

・ま
入

直
蓄

制
度

の
麓

に
就
.て

「
.

　

　

理
の
目
標
.

.
`

小
.
訓
.
郷

.太

.
廊

「
.

露

・
、　

於
・
久
・
・
　

　

　

る
・
原
　

葺

　

　

し
て
早

雄

叢

欝

調
査
會
を
し
て
、.菱

・
立
・
し
め
・
　

が
・
蓉

別
震

會
に
於
て
具
漿

震

ら
を

　、軽

蝋
雛

鰐

蕎

藷

紅
遜

に
議
論
物
す
る
や
.,
に
な
っ
て
来
た
ρ
そ
・、妬
余
・
　

廃

、
税
制
鐙

ε
じ
ふ
は
、
税
制
の
瓦
　

・
・
の
妻

て
夏
鳶

・
い
ふ
義
に
外
な
　

・
然
農

商

な
る
制
塁

良
い
か
如
何
な
る
制
度
が
悪
・
な

・
・
根
本
・
疑
問
蓬

・
ぎ

を
得
な
い
・
そ
こ
で
酸

塊

づ
椀
制
鑓

の
目
標
を
着
て
況
ね
ば
な
ら
の
、
其
目
標
が
確
辛

・
・
、
之
・
近

…

養

い
制
度
で
・
之

垂

ざ
か
つ
。
ゐ
・
も
の
慧

・
制
肇

あ
…

ふ
や
う
・
・
、翻

を
下
す

こ
墓

崇

る
・

"



　
..
.霧

鐘

の
屡

は
、
喬

時
に
欝

羅

・
理
想
・
あ
…

行
制
崇

蓮

根
に
照
生

長
く
　

れ
ば

乏

に
逝
け
る
。
に
す
る
の
が
、
税
制
整
理
の
方
針
で
　

れ
ば
・
轟

.
爺

欝

組
織
の
理
想
で
安

税

趨

理
の
目
標
で
　

も
の
は
何
で
あ
る
ぎ

台

、
三
・
原
則
・
磐

…

菱

原
則
は
財
政
上
の
原

翻

で
あ
っ
て
、
租
禦

+
。
・
る
・
入
・
腱

・
齎
・
し
、
必
要
・
慮
・
・
伸
攣

る
ξ

奮

乗

る
も
の
で
な

一

げ

れ
ば
な
ら
碧

い
ふ
・
雫

あ
・
。
其
第
二
原
則
は
経
済

上
の
原
則
で
あ

っ
て
、
租
税
が
可
成
國
民
経
済

の
獲

・

　縫

纏
縫

鐸
鍵

疑縫

糎

錨

葬

湘視が

藝

理
の
目
標
た
%
・ぺ
ぎ
曇

の
原
則
は
契

・
・
殆
藷

・
　

・
・
筈
・
も
の
で
な
い
・
租
税
が
+

.

分
の
牧
人
を
齎
ら
す

一、
嘉

出
來
な
い
で
、
而
も
亦
野

性
を
帯
び

な

い
も

の
で
あ
れ
ば
、
以
て
財
政
の
要
求
に
慰

す

、
ξ

が
出
来
夢

守

、
租
税
の
役
目
は
浮

ち
れ
ぬ
二
ξ

な
ら
う
。

ヌ
租
枕
が
國
民
経
済
の
獲
蓮

ゲ
害

鐸
　講
撫

離
繕

一構

。
相
撃

結
び
A
.は
せ
・
、霧

の
上
髭

等
の
案

を
充
た

す
誉

せ
ね
ば
な
ら
ぬ
是

に
於
.て
税
制

が
組
織

せ

時

論

直
接
税
制
度
の
整
理
に
就
て

第
.†
三
巻

第

一號

七
九
)

七
九

十



時

論

直
蓄

制
度
の
蒙

に
就
・

筆

三
貸

藝

號

入
9

合

青

る
言

・
・
.
而
・
て
穐
・
に
・
垂

・
要
求
を
充
た
せ
ば
充
だ
す
程
・良
い
も
の
碁

の
℃
{

著

す
れ
ば
、
他
藩

・
同
・
与

れ
ば
、
・
入
・
多
-
齎
・
し
・
而
も
野

性
書

す
る
挽
禦

然
ら
ざ
る

…
も
聖

り
良
い
ご
謂
は
ね
ば
な
畠

.
蕎

の
事
情
を
同
ξ

す
れ
ば
、
國
民
欝

の
嚢

を
害
せ
ざ
る
税
制
は
・

　

畏

欝

。
窪

を
害
す
。
・
の
　

も
貢
ぎ

謂
は
ね
ば
・
晶

、
更
・
他
・
穗

を
同
ξ

す
れ
ば
・
傘

　な
藻

讐

不
傘

な
・
課
税
よ
茎

良
い
・
謂
は
詮

な
島

・
.
.
.
.

罷
.

一

・世
・
霧

・
す
れ
ば
、
.婁

理
・
以
・
筆

多

し
て
・
之
を
難

ず
る
様
　

嘉

制
整
拶

目
遷

掌

.
・
器

・
は
・
い
。欝

整
謬

悪
・
轟

制
を
改

め
て
艮

欝

`
す
る
㌘

あ
.る
・痴

を
堆

憲

ご
を
圖
・
な

・
で
し
、
・
が
野

性
を
糞

・
醤

仕
組
ヒ

税
制
は

蔑

の
進
歩

を
見
る
こ
ξ

智

携

如
き
挽
割
の
下
に
あ
り
て
は
奮

あ
る
場
合
に
は
、
只
少
し
塞

姦

か
す
の
み
に
て
・
非
笹

多
く

鍵

入
姦

ら
す
、
慕

繋

る
標
に
な
・
。
蓄

牧
・
圖
濤

期
首

見
れ
ば
・
.縫

蕊

ふ
こ
洗

出
奪

「
フ
が
、
需

が
弾
力
性
を
糞

藻

の
仕
組
・
な
・
の
を
以
・
直
椿

税
で
あ
る
こ
い
ふ
は
當
蕎

な
い
・

一.

世
の
論
者
又
動
も
喜

.
婁

理
・
孤
雲

響

灘

筆

答

・
見

我
国
の
肇

を
匿

…
遺
す

.
に
終
.。
・
の
で
・
を

し
て
、
.之
・
批
撃

・
あ

が
…

釜

・
も
欝

叢

は
産
業
の
駐

を
な

売

手

・
。
・
で
・
・
、
.税
制
蓬

の
簗

薯

墨

壷

婆

命
す
・
様
・
な

る
与

れ
ば
・
そ
繕

馨

歪

な
・
も
の
・
せ
ん
手

,・
よ
・
萎

・
の
に
盤

・
・
.
.論
叢

多
齢

欝

の
鐘

の
み
に
讃

し
て
.い
一

P

r

"

.



　
ふ
の
で
む
ら
.,
が
、
椀
制

の
中

・
は
饗

挽
も
碧

、
饗

聾

主
思

て
貧
者
の
無

辜

る
・
彼
誓

暴
れ

せ

を

A
。
せ
考

ふ
れ
ば
、
税
制
整

理
が
徒

に
富
者
を
誅
求
す

る
の
で
な

℃

い
`
は
明

ご
な
ら

　
・

直

下
問
題
こ
な

っ
て
ゐ
・
霧

鐘

・
、
前
述

・
晟

を
持

っ
て
る
る
が
・
其
中
で

も
・
課
税
の
不
傘

な
る

　の
を

・澄

・
て
傘

な

・
も

の
与

る
・
・
が
、
忠

の
諸
芸

っ
て
み
る
・
若
・
不
傘

な

る
離

が
傘

な

篠

税
よ
、
も
頁
い
{
い
ふ
の
で
あ
ら
ば
、
欝

難

は
之
を
企
・
…

が
出
甕

・
.併
・
乍
ら
そ

の
人
は

砺
無

難

鍵

韓

ド
縫

取
響

艮
。
も
の
で
あ
る
,、・
を
許
す
で
あ
ら
-
.
余
輩
の
税

…
不
公
箏
・
・
租
税
肇

　

鐸

・
ぎ

す
・
の
が
・
我
腎

下
の
婁

理
の
中
妻

で
　

　

.

し
・
、
港
都

禦

茅

葬

歌

翠

誓

い
商

禦

起
る
・

…
租
税
・
傘

は
、
各
人
貧

相
轡

相
撃

籍

せ
・
む
§

…

ε
・
あ
る
・
租
税
椿

重

き
を
璽

、
…
て
遠
き
に
至
る
様
の
も
の
で
あ
・
.
今
攣

の
人
蕎

物
姦

・
昆

　

掌

れ
ば
・
力
強
薩

年
は
最
も

…

重

い
も
の
姦

ふ

で

、
力
弱
き
婦
人
は
輕

・
も
の
を
璽

ペ
ー
、
最
も
力
㌘

老
幼
・
・
最
も
輕

い
も

の
姦

,

一

乏

き
で
あ
・
.
是
れ
は
何
人
も
認
め
て
傘

・
あ
・
手

・
長

議
め
・
ま

・
・
若
し
之

に
反
し
て
老
幼
が
最

…

蚕

き
を
量

で

、
拳

孝

が
最
も
趣
き
募

ふ

べ
し
蕊

・
も
・
・
ら
ば
・
・
鏡

代
の
公
窺

念
を
無

漉

す
る
も
の
で
あ
る
.
又
斯

る
議
論
・
議
磐

・
て
宜

・
毛

・
・
、
實
際
ほ

行

・
れ
雪

毛

・
る
・
雑

時

論

轟

揚

度
の
蒙

煽

て

第
+
三
巻

(第

一號

八
こ

、
益

▼

.



時

論

獲

欝

度
・
薯

に
就
で

第
+
三
巻

璽

號

入
二
)

、
八
二

　に
於
て
も
も
塞

く
之
ご
同
じ
・
あ
・
。
是
が
故
・
需

・
鑑

せ
を

せ
暮

人
を
し
て
力
相
警

租
税
叢

皿

罐

せ

し

む

る

様

に

仕

組

ま

ね

ば

な

ら

漁

。
.

.

.

.

、

、

以
上
論
す
、
所
に
依
て
之
を
観
れ
ば
、
目
下
の
霧

鐘

は
税
製

傘

な
る
も
の
与

る
,章

茎

眼
与

る
、
需

を
傘

な
・
も
の
一し
な
・
う
与

れ
ば
、
各
会

し
て
力
相
警

相
撃

負
馨

し
む
る
こ
`
に
せ
ね

.ば
な
畠

。
そ
,、で
徒
書

蒼

し
・
、
力
相
撃

ぎ

輕
・
負
蓄

な
す
塩

覆

か
つ
た

・
の
は
重

く
課
.

せ
ら

耽
る
こ
ご
に
な

ら

う
、
殴
れ
ば
巳
.む

を
得

澱

こ
ξ
で
あ

る
、
之
を
以

て
税
制
整

理
は
富
者

を

誅
求
す

る
の
で

あ

る
ε

い
は

ゴ
、
そ

は
思

は
ざ

る
の
甚

し
き
も

の
で
あ

る
。

余
は
以

上
の
見
地

に
立

て
、
我

國

の
税

制
整

理
を
論

じ
た

い
ご
思

ふ
が
、
目
下
問
題

ε
な

っ
て
居

る
も

の
は
、

.

所
謂
直
蓄

の
整
浬
で
あ
・
か
ら
、
余
も
亦
喜

所
謂
直
窺

に
就
て
論
ず
・
こ
く

す

る
・

第
二
、
直
接
税
制
度
の
四
系

欝

羅

の
目
標
た
・
三
原
則
の
要
求
を
充
た
・
ん
与

れ
ば
、
笙

に
総
て
の
聾

し
て
慰

　

轟

は

し
。
濠

に
せ
ね
ば
な
畠

、
第

二
・
所
得

の
尋

警

に
從

て
そ
れ
相
懸
の
視
を
支
謹

し
む
る
様
に
せ
ね
ば

、

な
畠

。
総
て
の
税
が
所
得
よ
b
支
彿
は
る
商

は
、
国
民
経
済
馨

の
基
礎

は
脅

さ
れ
な

い
・
叉
租
税

の
収
入

も
相
當
に
あ
り
、
且

つ
蛮

力
牲
を
蒙

る
・
・
に
な
ら
う
。
又
所
得
蜜

妄

藷

從
て
そ
れ
相
慮

の
聾

支

噌

9



嚇

は
砦

以
上
は
、
.各
人
の
問
・
、
又
各
羅

の
間
・
不
傘

の
葉

を
來
す
こ
墓

無
い
で
あ
ら
　
.

」

此
。
如
く
論
奉

る
ご
、所
謂
直
麓

・
、

亘

、
慰

璽

雰

駅

留

恥
い
寒

愚

察

所

・か
そ
う

蒲

か
ね
.
成
程
所
盤

木
で
も
、響

の
多
-
な
る
に
從
ひ
、
選

視
・
課
・
れ
・
、馨

萎

…

が

一
重
く
税

せ
ら
れ
て
、
力
相
懸
の
課
.磐

奮

、
頗

・
傘

の
醤

見
え
・
・
併
し
そ
れ
は
所
得

の
旦島
姦

孕

る

惚

で
、
所
得
の
質
を
溜

す
る
・
の
善

・
.麺

・
質
憲

酌
・
…

ふ
咲

所
得
・
由
・
來
る
源
を

見

る
、
毛

あ
・
、
所
得
の
由
て
來
・
源
を
見
を

、
財
産
よ
-
來
・
の
が
め

・
・
動
勢
よ
射

る
の
が
あ
る
・

墨

　

来
る
所
得
を
財
霧

誓

い
ひ
、
勢

　

來
・
所
讐

勤
霧

轡

・
ふ
・
所
で
財
産
所
程

套

礎

が
薔

。
、
畳
替

す
し
て
得
べ
き
・
の
で
あ
・
が
、
無

所
得
鋒

水
た
ら
し
・
得

べ
き
所
得
で
あ
る
・
今

所
得
者
の
繋

蓑

へ
・
か
ぞ

纏

を
失
ふ
場
合
を
考
ふ
・
に
、
財
産
所
得
接

然
已

て
這
入
っ
て
來
.る

け

.

慧

も
、
勤
欝

得
・
奨

っ
て
來
な
・
。
さ
れ
ば
勢

所
得
の
み
を
得

・
入
健

康
の
衰

へ
ざ
る
に
先
ち
・
職

を
失
肇

。
る
に
洗
ち
、
豫
・
堕

・
禦

な
毛

は
な
論
.
、
即
ち
或
は
・
保
蜂

約
を
結
び
・
.或
は
貯
蓄
を
な

τ

、
以
て
所
得
　

一
定
金
碧

差
引
か
渥

な
島

、
財
霧

磐

・
髭

心
配
が
な
い
・
故
に
同

覆

の
所

得
を
得
を

し
て
も
、
財
産
所
得
看
の
カ
は
大
・
し
て
、
勤
霧

得
看
の
力
は
小
で
あ

を

謂
低

ば
な
畠

・

奔

る
に
.雇

所
得
税
は
財
霧

得
易

欝

轡

を
同

一
観
し
重

器

を
課
す
る
の
で
あ
る
・
其
彙

は
動
勢

庸

考
量

-
課
、
、
財
産
所
得
脊

撃

課
す
・
こ
壽

な
・
。
亢
進

般
所
得
税
・
あ
り
て
も
・
勤
欝

待

時
.
論

直
接
霧

度
塁

誓

肇

第
t
三
費

望

號
.
八
三

}

入
三

や

.



時

論

直
蓄

鯉

の
難

境

て

筆

三
巻

(第
一
號

八
四
7

八
四
.

「に
芒

て
控
讐

定
を
爲
し
、
.無

所
得
輕
課
の
馨

裏

は
す
も
の
認

る
け
れ
・」
も
・
蒙

除
査
定
が

毫

蓋

以
下
の
も
の
に
限
猷

而
も
蓋

除
割
合
が
少
け
れ
ば
、
瑠

所
無

謀
の
馨

撮

底
せ
な
い
請

は
ね

票

島

。
加
之

一
定
蟹

下
の
蓼

所
得
誉

就
て
煮

・
に
、
そ
は
中
業

下
で
舞

階
級

に
攣

る
の
で

　・
・
.
所
習

接
霞

大
饗

雇
階
級
に
課
す
る
趣
旨
な
る
に
・

一
定
額
以
下
の
動
勢
所
得
を
得

る
.者

に
課
す
る

莇
盤

は
饗

駿

・
課
す
・
・
窪

な
・
、
.所
蕪

蔭

誓

蔭

啓

し
て
は
饗

瞥

依
て
・
墓

階
級

吉

も
多
あ

負
蓼

な
す
・
芭

な

っ
て
み
る
.
是
が
瞥

一
定
蟹

下
の
塞

所
得

に
控
除
査
定
を
籍
し
て

…
所
得
撃

課
す
る
に
し
て
も
、
消
費
視
答

せ
考
ふ
れ
ば
、
財
産
所
得
重

り
も
享

負
推
し
て
居

を

謂
ふ
.」

嘉

出
來
る
、
・、
れ
は
不
傘

の
甚
し
き
も
の
で
あ
・
。
之
を
必
需

せ
ん
喜

ぱ
・
所
得
聾

暫

財
薩

級

に
祝
す
る
こ
ε
ご
せ
ね
ば
な
ら

漁
。
是
れ
所
得
税
の
補
充
視
を
必
要

ξ
す
る
所
以
の

一
で
あ
る
。

,
次
に
叉
所
得
税
は
申
告
主
義
の
上
に
立
て
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
其
申
告
な
る
も
の
は
、
瓜
卒

に
行
か
強
、

動
勢
所
得
者
は
、
鷹

の
申
告
を
な
さ
な

い
の
が
常
で
あ
・
。
盧
偏
の
申
告
を
し
て
も
・
直
に
俸
給
や
餐

を
支

愛

着
吉

の
皇

口
に
依

て
更
正
せ
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
然
・
爵

産
所
得
套

・動
も
す
れ
ば
鷹

の
申
告
を

寓

し
て
顧
み
な
い
、芒

鷹

の
申
告
を
爲
し
て
も
、財
藷

係
復
讐

な

っ
て
ゐ
・
爲
め
に
・
外
界
よ
b
+
分
に

乏

を
正
す

、
ぶ

出
来
な
い
か
ら
で
あ
る
。
斯
う

い
ふ
事
情
で
、
動
勢
所
得
は
・
少
し
も
羅

せ
ら
れ
な
い
で
・

}

が
+
迄
税
せ
ら
れ
、
財
産
所
得
は
隠
鰹

ら
れ
て
、
其

一
部
分
の
み
が
税
せ
ら
れ
る
こ
ξ

な
る
の
で
あ
る
・

や

.



…
そ
こ
で
動
勢
所
得
は
比
較
的
小
な

る
捨
視
力
を
有
す
る
に
拘
ら
す

、
比
較
的
人
な
る
負
捲
を
爲
し
、
財
産
所
得
は

比
較
的
人
な
る
憺
視
力
を
有
す

る
に
拘
ら
す
当
比
較
的
小
な
る
負
捲
を
寫
す
に
過
ぎ
な

い
こ
ご
こ
な
る
。
暴
れ
不　

　公
季
の
甚
し
き
も
の
で
あ
る
。
此
不
公
李
を
矯
め
ん
毒

ば
、
所
得
税
以
外
に
財
産
所
得

に
祝
す

る
所
?

て
は　

　な
畠

。
是
れ
所
得
税
の
璽

撃

必
要
ビ
す
る
質

の
二
で
あ
・
。

「

終
り
に
所
得
税
の
立
て
方

に
依
り
て
は
、
自
己
の
家
屋
や
、
骨
董
品
其
他
奢
侈
品
等
の
利
用
財
産
の
享
樂
に
依
て

筆

べ
き
消
極
的
所
得
を
除
外
し
℃
、
全
然
課
馨

な
い
・
ε
が
あ
る
・
我
国
の
所
得
税
の
如
き
も
即
ち
そ
れ
で
あ

る
。
所
が
此
の
如
き
所
得
は
積
欝

に
金
鏝
の
形
に
於
け
都
所
得
を
齎
ら
さ
な

い
け
れ
こ
も
・
金
銭
の
形
に
於
け

る
所
得

を
、
此
享
樂

の
爲
め

に
支

徴

せ
な

い
で
済
ま

す

こ
ε
」
な

る
か
ら
、
其

結
果

に
於

て

は
普
通

の
所
得

を
侮

る

こ
ε

》
な

り
、
富

豪
階

級
の
捲

税
力
を
反
議
す

る
も

の

で
あ
る
、
然
ら

ば
所

得
税

で
課

せ
な

い
ビ
し
て
も
、
何

塵

か
で
視
せ
ね
ば
、
不
牟

の
甚
し
き
も
の
叢

る
の
で
め
・
。
是
れ
所
得
税
を
補
充
す
ざ
税
を
必
饗

す
る
所　

「
以

の
三

で
あ

る
。

・

.

.

、

'

以
上

述

ぶ
る
が
如

き
理
由

に
依

り
、
直
接

税
制
度

は
所

得

税

一
本
を

立

つ
る
の
み
で
は
足
れ
り

ざ
す

べ
き

で
な

く

、
所
僻

税

の
外

に
尚

「
本

を
立

て
ね
ば
な

ら

粗
。

之

を
配

搾
艀
硬

一。
「瀬
野
靭

ε
い
ふ
の
で
あ
る
。

一
直
縫

の
二
奎

義
は
、
疲

所
得
撃

中
軸
ε
し
て
之
に
補
充
撃

起
す

・
蕊

磐

す
る
の
で
め
る
、
共

存

充
税
の
何
で
あ
・
か
接

・
、
種
あ

複
製

奮

せ
ら
れ
る
・
無

謬

鋳

郷

が
茅

部

チ

ダ

.

時

論

轟

窺
制
度
の
鐘

に
就
て

第
+
三
巻

(笙

號

八
五
)

八
五

.



.

時

論

直
接
税
制
度
の
整
理

に
就
て

.

」

第
十

三
巻

(第

一
號

八
六
)

八
六

」
い
ふ
に
財
産
所
得
に
寧

課
す

・
の
趣
旨
を
以
て
す
・
呈

は
、
所
得
を
捕
捉
す
嘉

・
.所
得
を
生
む
根
源
た

る

妻

を
捕
捉
す

・
か
の
二
の
外
岳

づ
べ
・
で
な
炉
・
髪

を
捕
捉
す
る
ほ

・
租
税
毒

の
有
す
る
総
て
の
財

一
座
を
捕
捉
す
る
・
ε
も
祟

る
し
、
蚤

笙

讐

有
す

・
財
産
を
箇

別
的
捕

捉
す

・
・
思

出
來

・
・
叉
所
得

　を
捕
捉
す
る
に
は
、
各
財
源

よ
-
来
る
所
得
を
箇
別
的
に
捕
捉
す

る
・
ξ

出
乗
る
し
、
蓋

ハ箇
別
的
所
得
を
推

一
定
す

べ
・
客
観
的
馨

接

て
間
誓

之
蒲

挺
す
・
・
募

出
來

・
。
其
親

譲

の
有
す
る
総
て
の
財
産
を

む

む

む

む

　

捕

提
し
て
撃

・
も
の
は

一
欝

窺

で
あ
り
、
其
親

王
讐

腐
す
.る
財
産
を
箇
別
曽

継

し
て
繋

る
の

む

む

　

ロ

む

は
、
箇
別
財
産
税
で
あ
り
、其
租
婁

讐

得

べ
き
所
得
を
分
抗
し
て
箇
別
的
に
捕
捉
し
て
税
す
る
の
は
面

弾

む

む

得
撃

守

、
蕃

別
的
所
得
を
籟

的
標
準
に
依
て
捕
捉
し
て
税
す
る
の
は
、腱
縛

で
あ
る
・此
の
如

く
補
充

.

視

ご
し
て
考

へ
ら

る

」
も

の
が
四

つ
あ

る
ざ
せ
ば
、
直
接
挽
制
度

ε
し
て
は
四
大
系

が
成

り
立

つ

べ
き
で
あ

る
。

以
上
四
系

の
中

で
、

一
般

財
産

税

ε
箇

別
財
産

視

ε
は
、
財
産

を
綜

合

し
て
枕
す

る
ξ
、
冴
別

し
て
枕
す

る
ご

の
差
に
通
話

、
故
に

雇

財
産
税
に
比
例
税
率
を
課
し
、
免
税
黙
を
置
か
な
け
れ
ば
、
結
果
に
於
て
殆
ご
同
じ

.

も
の
寒

冷

つ
。
護

麓

も
其
客
観
的
標
準
を
欝

産
の
馨

に
求
め
る
喜

は
・
箇
別
財
窪

高

じ
標
の

も

の
ε
な
ら
う

し
、
.之

に
反

し
て
税
源

だ
る

べ
き
牧
盆
を

直

に
捕

へ
ん

ご
す

る
ピ
き
は
、
箇

別
所
得

挽

ε
同
じ
様一

…
の
も
の
寒

ら
　
。.
是
が
警

四
系
は
互
に
根
喬

長

つ
た
も
の
で
は
な
い
、
相
似
よ
つ
薪

が
あ

・
藷

は

ね

ば
な
ら

澱
。

・

や

.



第
三
、
現
行
直
接
税
制
度
と
其
整
理
案

、

遣

接
税
制
度
ε
し
て
は
、

一
般
所
得
税
に
配
す
る
三

般
財
霧

を
以
て
す

る
の
・
、
特
別
財
産
婁

以
て
す

ボ

の
ε
、
牧
盗
視
を
以
て
す

る
の
ε
、
特
別
所
得
税
を
以
て
す
る
の
亡
の
四
系
が
成
b
立
ち
得

べ
き
こ
ε
は
、
前

に
述

べ
た
る
通
り
で
あ
る
が
、
余
は
議
論
の
順
序

ご
し
て
、
先
づ
我
国
の
直
接
税
制
度
が
如
何
な
る
も
の
で
め
を

.

か
を
明
に
し
、
如
何
に
之
を
整

理
せ
ん
ε
す

る
か
に
説
き
及
ぱ
う
己
思
ふ
。

我
国
の
直
接
税
は
所
得
税
、
地
租
、
瞥
美
幌
、
鑛
業
税
、
萱
藥
瞥
業
視
、
相
続
税
等
よ
b
成

り
立

っ
て
る
る
..

女

印
紙
税
、
登
録
税
、
兌
換
券
登
行
視
、
取
引
所
視
、顧
挽
等
も
亦
直
接
税
ピ
見
る
こ
ε
が
出
家
な

い
で
は
な

い
が
、

是
等
は
所
謂
流
通
税
を
形
く
る
も
の
で
る
る
か
ら
、
別
個
の
租
税
燈
系

ε
し
て
置
く
方
が
宜
し
か
ら
う
。

.

、今
本
來
の
直
接
杭
長
就
て
、
術
進
ん
で
研
究
し
て
見
る
に
。

そ
れ
が
種

々
の
相
槍
よ
り
成
り
立

っ
て
み
る
ご
は
.

.

云
ふ
も
の
の
、
鑛
業
税
や
費
藥
瞥
業
税
は
特
別
瞥
業
税
ご
見
る
こ
ε
が
出
來

る
し
、
相
綾
視
は
不
勢
利
得
に
税
す

.

る
も
の
で

一
の
遊
軍
ε
見
」る
こ
ご
が
出
来
る
か
ら
、
直
接
税
の
本
隊
を
形
く
る
も
の
は
、
所
得
税
蓬
地
租
`
管
業

一
税
の
三
に
締
す
る
の
で
あ
る
、
此
中

に
於
て
も
所
得
税
は
中
軸
を
駕
し
、
地
租
ε
瞥
業
税
は
之
を
補

ふ
両
翼
を
爲

し
て
居
る
の
で
あ
る
。
換
言
で
れ
ば
所
得
税
は
主
税
で
あ
め
、
地
租
轡
業
税
は
補
充
視
で
あ
る
。
然
b
而
し
て
地

.

租
は
元
來
土
地

の
牧
盆
に
課
す

る
の
を
趣
旨
ε
し
、
瞥
業
税
は
醤
業
の
牧
盆

に
課
す
る
の
を
趣
旨

ご
す

る
か
ら
、

時

論

直
接
税
制
度
の
整
理
凡
就
て

第
十
三
巻

(第
一號

八
七
)

八
七

申

.



…
時

論

裏

書

度
の
蒙

に
就
て

筆

三
巻

璽

號

八
入
)

八
入

堵

は
地
租
や
鍵

撃

牧
籍

制
度
・

一
・
子
芋

・
の
で
　

・
そ
こ
で
縫

　

語
を
借
て
、
我
国
の

現
行
直
接
欝

度
・
離

す
る
・
、
慰

婁

糞

渥

総

郵

駅

郵

客

罫

n診

断
容

.

面

の
如
く
我
・
の
現
行
制
度
已

て
は
、
所
得
撃

・
・
寝

籍

・
以
・
す
る
の
制
度
で
め
る
・
警

臨

　の
直
擁

壁
翠

こ
し
て
は
、
精

度
・
欠
黙
・
矯
・
春

・
ぼ

す
・
か
・
或
髭

制
度
を
捨
て
＼

霧

葱

鰹

籔

壕
柵胆脳難

諜
講

警

籍

『は内
.「般財

之
を
立
法
例
に
徴
す
4
に
、
補
充
書

し
て
の

疲

財
窺

・
理

詰
肇

・
行
・
発

も
の
で
あ
　

補
充

建

鶏
難

繕

翫
輪籔
魏
膨
轢
殺

瀦
蠣

「問
題

に
な

っ
て
来

る
澤

で
あ
る
。

一
一

　
臨
時
財
鼕

鼕

・
、
直
接
難

　

て
　

に
三
　

立
て
　

暴

は
霧

鍵

一
を
謂
ふ
に
財
霧

。
以
て
す
る
の
案
・
曽

、
養

護

「
般
所
得
撃

塑

に
特
別
所
得
撃

以
て
す
る
の

一
一
案
で
あ
b
、
華

棄

は
露

盤

を
補
意

盆
撃

以
・
す

・
の
案
・
あ
…

余
の
謂
ふ
所
の
新
規

簿

鞍

鰻

を
以
。
す
る
の
案
は
無
い
が
.
吠
燈
に
直
蓄

整
理
の
筋
書
蕃

毒

・
得
・
居

噛



～

開

所
に
依
れ
ば
、
右
の
三
葉
は
特
別
委
員
會
中

の
小
委
員
會
で
研
究

せ
ら
れ
て
窪

が
・
小
委
員
會
は
審
理

あ

結
果
、
所
得
税
を
補
ふ
に
財
産
視
を
以
て
す

る
の
第

「
案
を
採
用
し
、
去
る
六
月
九
日
之
を
特
別
委
員
會

に
附

議

し
、
特
製

員
會
も
大
背

之
長

成
し
ξ

い
ふ
・
・
で
あ
・
、
此
案
接

る
暑

に
塾

婁

喜

ポ

一　灘

悸

欝

尋

蕃

穿

簿

か
骸

憎
霧

菱

・郡

翠

紫

を
誓

器

藤

築
義

け
て
置

く
。
、

此
新
案
が
行
は
る
玉
こ
ε
Σ
な
る
ε
、
現
行
直
接
挽
制
ε
は
大
分
愛
は
つ
た
も
の
に
な
る
、
そ
こ
で
所
得
税
を

補

ふ
に
牧
益
税
を
以
て
す
る
の
現
行
制
度
が
可

い
か
、
所
得
税
を
補

ふ
に
財
産
視
を
以
て
す

る
の
新
案
が
可

い
か

ε
い
ふ
こ
ε
が
問
題
ざ
な

っ
て
來
る
。
此
問
題
を
決
せ
ん
ご
せ
ぱ
、
現
行
制
度
が
如
何
な
る
黙

に
於

て
弊
害
を
有

…
す
る
か
、、
新
案

が
如
何
な
る
顯
に
於
て
長
所
を
有
す

る
か
を
調

べ
て
見
ね
ば
な
ら
ぬ
。

第

四

、

現

行

直

接

税

制

度

乏

新

直

接

税

制

度

案

と

の
得

失

・

現
行
直
麓

制
度
は
所
得
税
に
配
す

る
に
牧
盆
挽
を
以
て
す
る
の
制
度
で
あ
っ
て
・
直
接
税
を
二
本
立
て

る
主

事

あ
・
、
直
接
撃

二
奎

・
・
嚢

で
あ
・
以
上
・
・
慰

挽

一
本
を
立
て
る
妻

　

も
進

ん
で
み
る
も

…
の
で
あ
る
こ
ε
は
、
上
述
す

る
所
に
依
て
明
で
あ
る
。
所
が
戴
現
行
直
接
税
制
勝
は
、
他
の
方
面
に
於
て
非
常
に

…
不
傘

な
る
愚

な
つ
て
ゐ
・
、
新
直
欝

案
砦

財
産
霧

充
案
は
之
を
矯
め
ん
ε
す
る
も
璽

あ
奮

時

論

直
接
税
製

の
蒙

厩

て

第
+
三
巻

(第
一
號

八
九
∀

八
九

噛

.



皿今・掛

雛

饗

　

於
で不　

嚢

馨

鍵

難

度　

一一

講

義
を
貰
て
・
な
い
一、
ξ
・、
・
り
、
葦

二
醤

現
行
・
縫

が
各
窺

蕩

甕

力
・
遠
か
つ
て
み
る
欝

方
法
を
探
っ
て
ゐ
・
の
み
な
ら
す
、
現
行
墓

霜

互
の
間
・
傘

が
保
た
れ
・
、み
な
・

こ
毛

あ
る
鉦

ハ第
三

黙
は
、
徴
撃

績
の
吉

於
・
不
傘

の
葉

が
生
じ
て
ゐ
…

毛

あ
・
。
新
直
接
欝

隻

が
如
何

呈

を

…
改

め

る

こ

ご

玉

な

る

か

を

明

に

し

て

見

や

う

ご

思

ふ

。

'

.

誤

隅

壊

囎

・
は
二
本
嚢

を
立
・
唐

茎

・
、夢

叢

郵

裡

事

辞

世

撃

茅

マ

他
。
及
ぼ
し
て
み
な
い
。
即
ち
土
焼

薯

・
は
、
地
租
を
課
し
再

所
得
撃

課
し

て
居
　

漿

誉

は
・瞥

灘

港

遷

斬
窺

を
課
し
て
居
る
.
然
・
呈

笹

葉

黎

・
形
ろ

て
る
・
寮

P
嘗

第

一
屋
税
無

し
て
・
な
・
、
故
に
蚕

所
薯

撞

論
士

養

せ
ら
れ

・
象

で
め
る
・
昔

己
の
家
屋
径

す

悪

の
に
至
り
て
は
、
其
董

に
住
居
す
・
ξ

そ
れ
昇

が
、
纏

的
所
得
蟄

・
つ
ち

る
に
拘
ら
す
盛

然
軽

せ
ら
れ
て
る
な
い
。
毒

蓋

の
課
せ
ら
ゑ

き
二
+
六
種
の
粟

・
撃

ざ
善

書

響

ら
れ
た
る

醸

、
誓

其
他
の
利
蓼

生
・
つ
誌

・
賞
盃

』

度
撃

ら
れ
て
る
・
詐
り
三

霧

せ
ら
れ
.て

る
な

　鞭

篠
馨

　
薩
恥醗
韓
麟

鞭
捲
講
談

.

馨

、
て
課
税
せ
・
い
か
ら
、
所
謂

疲

所
得
婁

課
せ
ら
れ
・
・
で
・
某

利
子
税
の
み
が
課

せ
ら
れ
て
み
る

十

■



」
.、
.ξ
に
、
る
。
是
が
故
に
難

に
於
て
直
舞

禾

嚢

蓄

て
る
・

・
藷

は
ね
ば
・
…

更
・
撰

に
就

職

い

.
ば
、
第
。
霧

得
婁

も
凝

せ
・
・
て

る
・
か
・
、
二
本
嚢

慧

・
、.
酉

・
・
撃

読

な

い

.

の
で
あ
る
。
尤
壱

肚
が
国
債
卒
肴

す

る
揚
A
・
・於

・
は
第
二
露

盤

は
課
せ

ら
れ
ぬ
け
れ
・」
も
・
新

子
が

雲

離

の
所
得
の

一
幕

を
㌘

・
及

ん
で
、
法
人
所
得
税
の
中
で
間
接
益

せ
ら
れ
る
こ
愚

あ
ら
'フ
、
固

点鞭
瀞
鍵

舗

難
場細齢
羅

隙
雛

羅

留緯

灘

勤い響

鬱
憂

鞠
謹賀縫

麟
講

鱗
鋤

雇

の
覆

に
至

っ
て
は
、
所
得
税
も
課
せ
ら
れ
な
い
し
、
牧
盗
視
も
課
せ
ら
れ
て
み
な

い
・

砦

如
く
、

・
同
じ
鳶

産
を
.有
し
、
所
得
を
待

つ
島

・
雷

害

て
も
、
土
地
善

業
に
は
二
度
灘

し
家

妻

。
貸
付
栞

に
は

一
擁

す
る
に
生

・
、
国
債
・
利
弄

・
使
塀

甕

用
・
依
る
清
欝

所
得

は

一

謄

躍

陰

謀

あ
る
。是
窺

行
直
麓

制
度
・
大
難

・
あ
・
。星

故
・
墨

騨

客

奮

滞

誕

黙
を
矯
め
ん
ご
荏

、少
-
・
藁

屋
聾

某

利
子
撃

起
し
て
・
地
租
・
鱗
葉
撃

並
び
立
た
し
め
・再

掛

雛

顎

灘

顎
論

難

遜

嘔
所
得
暴

.し
藻

撃

・
・
喜

ね
ば
竃

・
所
が
穿

税
ご
し
て
の
牧
霧

に
代
・
・
に
疲

墨

薄

紫

描

、
土
地

・
塵

・
璽

に
用
ひ
ら
る
春

本
も
・
瞥

時

論
.

直
麓

制
屠

蒙

に
撃

第
+
三
春

童

號

,
空

)

空



　
外
・鷲

・
・藤

繋

合
し
て
課
せ
ら
る
》
こ
馨

瞬

群

籍

　

拭

一ひ
卦
ら
れ
る
の
で
あ

・
.
比
熱
一

見

・
ば
、
・
行
直
規

制
霞

劣

・
て
る
る
も
の
で
・
新
直
接
税
制
峯

は

密

に
優
て
る
る
ε
謂
は
ね
ば
な
畠

。

:

～親
ゲ
螺

饗

耀

ふ
・
に
、
鯉
群
ド
轡
辮
穂
ド
を
ボ
郎
年
租
翻
饗

蓬

・畢

　「
奮

・
見
・
に
、　

地
　

馨

す
・
・
の
・
・
　

・　

　

　

の
著

　

例
に
依
,
、
明
治
九
章

年
の
頃
・
定
…

も
の
で
、竜

の
牧
盆
を

一
般
の
翁

で
還
芒

て
笛

し
た
も
の

誘

る
、
垂

目
す
れ
ば
既
往
五
年
の
義

よ
善

肥
料
・
し
て
全
縫

の

一
割
五
鑑

租
巳

て
地
債
の
募

三

鷹

ご
し
て
地
租
の
三
分

一
を
控
除
し
・其
譲

贔

横
暴

・
・茎

額
を

雇

金
利
で
還
元
し
た
の
で
あ
る
。

;
。
し
て
典
籍

の
穀
霞

、
全
国
を
霧

し
、
米
に
曽

濯

、

一
石
四
固
文

豊

運
開
・
.奢

あ
り
て
座

　互

圓
九
+
葵

鍔

、
大
豆
に
　

て
は

者

三
里

鏡
五
厘
弱
で
あ
っ
た
・
毒

秀

る
利
孟

、
大

慾
雑
靉

靆

辮

難
鐸
黙鷹

み
る
、
故
に
地
響

定

め
蒔

よ
り
見
れ
ば
晋

七
倍
騰

っ
て
み
る
。
器

利
の
如

き
も
・
民
法
に
於
て
も
葺

や



一

.

.
嘗

醤

定
め
・
む
限

り
健

・
五
替

・
・
唇

、
整
翼

債
・
摯

・
棄

で
　

・
覆

蓑

時
代
に

謬

る
借
蒙

債
。
利
子
は
聚

を
肇

ε
し
・
。
潜

が
肇

、
金
利
雫

が
つ
て
み
る
こ
瓦

の
如
し
喜

一

ぼ

、
地
債
、
斐

に
上
ぼ
せ
詮

な
亀

の
で
あ
・
が
、
其
讐

な

っ
て

ゐ
・
、
併
し
籐

の
土
地
醤

霧

は
・

　輩

・
馨

し
、
今
や
地
租
係
例
の
地
響

は
雲
泥
の
差
を
集

る
に
至
っ
た
の
で
あ

る
.
.

・

地
儂
が
實
際
の
餐

幕

曇

泥
の
差
を
生
麦

つ
た
,譲

望

獲

る
導

で
あ
る
が
・
市
街
地
に
至
つ

一
て
は
殊
に
甚

、
.
、
。
が
あ
る
.
・

・
で
明
治
・
+
三
年
・
於
・
宅
智

・
修
正
が
行

は
る
長

至
っ
た
・
宅
地

.

霞

市
街

ご
郡
村
を
間
竿

、
暮

繧

・
+
薯

以
・
之
を
定
む

・
こ
一

し
た
の
で
あ

る
・
警

宅
智

は

共
罐

に
於
養

買
馨

に
相
誓

・
て
居

窪

で
あ
ら
　
が
、
栗

星
蓼

脛

る
こ
享

簾

に
乞

た
か
ら

「市
街
地

に
於
て
は
、
共
地
償
は
又
質
際
費
買
債
格
愚

絶
す
る
に
至

っ
た
の
で
あ
る
・

.

.

鶴
勒櫨讐

糞

繹
姉鰭
鯵

擬

讐

繰

に韓

.

「爵

も
な
畠

。
蒼

盆
の
著
し
亀

加
し
從
・
土
地
繋

の
讐

せ
を
・
・
も
・
牧
盆
の
差
筵

射

從
て
土

濾

濯

漉

濃

邊

、
・
倦

視
蓋

護

・
・
所
・
知
・
募

で
あ
・
　

・
彗

地
。
有
す
る
者
。
間
に
於
て
藷

・
黍

雰

窓

罫

謬

罫

を
。
柴

翠

・
誓

ん
穿

れ
嘆

譜

悪

手

る
よ
り
外
な
・
が
、
全
國
・
地
償
を
修
正
す
・
に
・
、

一
億
五
千
高

乃
至
二
齎

の
饗

を
要
芝

時

論

轟

薪

度
の
蓮

に
警
.

第
†

三
笠

堕

錦

九
三
)
.

九
三

十

「



時

論
.

轟

需

度
の
蒙

厩

て
.

第
+
三
巻

(墓

號
・
九
四
)

九
四

壕

.
、
毛

あ
る
、
然
・
三

見
幾

を
修
正
し
て
・
、

「
定
の
時
期
を
過
ぐ
れ
ば
・
毒

腺
の
馨

希

距
る
.

三

ε
遠
き
も
の
差

り
、
軈
て
互
費
を
投
・
・
更
極

正
・
ね
・
な
き

ミ

な
・
-
・
而
・
・
地
馨

告

…

琴

轟

蓼

惜
し
む
与

る
ご
、
地
縁

正
は
實
礫
土
舞

・
行
は
れ
ま
・
、
此
-
し
・
智

・
常
・
不
傘

あ
も
の
毒

っ
て
芽

で
あ
ら
う
。
是
れ
地
債
を
課
税
標
準
与

る
現
行
制
度
の
大
欠
黙
で
あ

る
・

　

り

　

「

姿

碁

蓋

に
就
て
見
る
に
、明
治
入
牢
府
縣
視
中
に
編
入
せ
ら
れ
て
暴

、各
地
匠
々
に
捗
れ
る
課
撃

な

一
δ

て
居
・
た
が
、明
治
二
壱

八
年
馨

後
・
至
・
、
之
・
統

τ

・
塗

す
・
呈

…

葎

・
馳

だ
善

業
撃

課
す

べ
き
集

の
種
類
を
製

し
て
ゐ
・
、
故
長

外
に
あ
・
葉

・
は
、
特
別
地
方
聾

し
て
の
業

厩
を
課
す
る
こ
ぶ

出
來
・
。
現
行
法
.・
依
を

、
襲

撃

課
す

べ
善

業
は
物
品
販
暴

銀
塞

保
撃

錐

嚢

金
銭
貸
付
業
物
・明暮

董

造
業
印
刷
藩

獲

遜

蓬

蓬
蓬

何
業
賄

藁

場
萎

物
陸
揚
業

倉

.

庫
業
鐵
道
業
請
負
業
席
貸
業
料
理
店
業
族
人
宿
業
周
旋
業
代
理
業
仲
立
業
問
屋
業
信
託
業
の
二
十
六
種
に
し
て
。

共
謀
覆

準
は
各
業
魯

よ
り
璽

高
、
塵

暮

警

、
従
業
者
の
敷
、資
本
金
、牧
入
金
・
餐

舞

の
二
三

「を
結
び
付
け
て
あ
・
湿

れ
・
す
・
も
、
夘
蕪

・
過
ぎ
・
、
成
程
資
上
高
多
・
れ
ば
物
品
販
費
業
・
葵

が

牽

ら
・フ
轟

寇
し
得
な
い
で
も
な
い
、
又
暮

穆

の
曹

塵

趣

・
、
多
あ

從
薯

を
使
用
す
る
も
の

一
は
、
多
-
の
璽

の
牧
入
煮

る
・
の
三

筆

寇
す
…

系

崇

・
-
γ
蕎

・
鍛

羅

・
皆
同
じ
く
・

璽

牧
人
の
多
少
を
推
定
す
る

蚕

料
手

・
こ
.・
は
、
出
乗
る
が
、
蛋

際
嘉

距
・
・
甚

し
い
こ
ε
も
拙

"

.



「、て
来
る
。
例
.へ
は
罐

暴
覆

に
於
け
・
販
誓

、
智

高
・
持
経

入
れ
た
る
寥

寥

す
る
に
饗

ら
塁

一
一

故

に
、
肇

高
多
。
れ
ば
多
・
蛋

失
・
ぞ

警

の
で
あ
・
が
・
嚢

視
は
壁

高
多

け
れ
ば
多
い
程
利
碧

恵

推
定
し
。
之
に
そ

の
撃

課
す
・
の
諾

・
。
些

し
喜

蓋

は
實
際
の
牧
盆
濫

行
し
て
課
す
る
こ

一
ε
も
有
り
得
て
、・
霧

・
・
趣
旨
を
貫
～

墓

燈

斧

…

加
之
各
種
の
瞥
薯

は
・
各
麗

筆

を
異

　
灘

謙

貯
p
漆

か
窮

を
掛
ひ
℃
祭

か
か
.
是
れ
外
形
・
　

依
・
　

・

…以
上
。
地
租
露

蓋

が
各
不
傘

の
彙

を
筆

・
こ

・
を
明
・
し
た
も
の
で
あ
る
か
・
之
に
關
聯
し
て
現

礪

癖

綱
場

睦

の
欠
黙
が
考
へ
・
れ
・
.
.・
は
外
・
　

・
、
笹

箏

蟹

解

郵

券

鍵

を
生
す
る
,、
毛

。
・
。
前
述

壽

導

、
地
租
・
摯

世
紀
前

に
定
・
た
・
地
償
藻

警

し
て
枕
し
・
葉

…

ぼ

藍

の
外
形
鍵

に
依
・
撃

・
の
で
あ
・
か
ら
、課
駿

準
が
堕

せ
ら
れ
な
い
講

ふ
べ
き
で
な
い
・課

　
税
鍵

が
統

「
せ
ら
れ
な
い
・
、
地
租
の
纂

の
程
度
喜

蓋

の
幕

の
程
度

ご
を
比
較
し
・
薙

す
る
こ
ご

奮

讃

、所
・
、
地
租
・
毒

・
於
・
田
舎
の
撃

・
　

塾

視
は
窪

に
於
嘉

市
の
磐

な
る
も
の
で
あ

「、
、
從
。
地
租
。
纂

ε
蘂

視
・
負
蓼

が
黍

で
な
ぎ

、
肝
愈

誓

雰

隙

谷

罫

雰

黍

雫

一

藁

。
、
、
都
鄙
。
間

に
面
白
か
ら

の
藩

を
惹
・
起

・
し
む
・
讐

な
・
。
是
れ
亦
現
復

籍

制
度
の
欠
略

ヒ

　
は
ね
ば
な
ら

ね
む

時

論

轟

税
制
度
・
蓮

華

第
+
三
登

第
厩

九
五
)

九
五
.

"

.



ガ
上野

欝

欝

制
一

地
租
に
せ

よ灘

羅

ボ
自警
於
　
公
卒

。
、
も
の
に
な

っ
て
。
・
の
み
・
ら
す
、
地
租
喜

業
繋

の
聞

・
大

な
・
不
傘

が
あ
る
こ
.ε
姦

り
得
る
の

%

あ
る
、
足
れ
は
現
行
牧
盆
挽
制
度
の
大
欠
黙
で
あ
る
ご
謂
は
ね
ば
な
ら
濾
。

一現
霧

盆
鯨

雰
如
馨

筆

謬
論
研
峯

藻

謬
響

峯

革

鎧

。
少
く
ご

庵

租
、
警
蕎

、
、
可
成
撰

・
課
税
標
警

依
・
こ
ξ

せ
ね
ば
・
島

・
此
・
如
き
見
地
よ
り
現
行
蓋

囎

覆

説
ご湛

　
騰

藻

遡
・藩
法

濯

算
蓉

霧
馨

碧
か
軍

コ

、
通

す
る
か
、
然
ら
す
。
ば
、
藷

盆
を
生
む
棋
源
た
・
財
零

露

レ
郵

書

h・
獄

裏

ポ

雰

　
る
ま
。
。
實
牧
盆
を
鯉

、
て
撃

・
の
嚢

を
探
ら
ば
、
地
租
は
土
地
所
得
撃

な
り
・
替
蓋

毯

業
所
得

一
穂

ご
な
b
て
、所
轟

霹

靂

繹

奪

・
來
・
で
あ
・
-
・
撚
れ
・
轟

別
所
縫

は
・
一
般
所
羅

雰

析

τ

て
嘉

的
に
課
税
す
る
・
巨

饗

す
・
の
で
・
・
、
從
・
人
を
し
・
旦

禮

を
二
重
に
繋

る
も
の
で
あ　

「る
ε
・
ふ
戚
を
抱
か
・
・
、
募

租
税
・
麗

・
圖

・
に
至
・
・
む
る
で
あ
ら
.,
・
繕

別
所
得
税
で
纏

を
な

一
　
す
ご
、
羅

。

疲

所
得
税
に
於
て
　

然
に
讒

す
.・
・
ξ

奮

、

疲

所
得
税
・
不
備
・
黙
が
理

れ
な

「い
で
、
却
て
鼓
し
ム

・
こ
ξ

　

.
若

松
・
・
霧

・
改
・
て
牧
盆
を
争

る
根
源
た
る
墨

を
纏

レ

　
て
孕

る
の
制
度
を
探
ら
ね
ば
　

臓
.、
ξ

奮

.
而
し
て
鮮

雛

鮮

ぽ

依
・
三

地
租
量

地
財
産

…
視
ご
な
り
、
蒙

視
は
、
踏
萎

本
磐

な
訟

…

が
・
再

.}
欝

騨
.
　

呉

土
地

も
璽

某



一
.も
替
蓋

啓
藩

じ
て
、
馨

墨

の
忠

道
入
っ
て
㌘

、
而
し
て
土
地
毒

萎

本
も
・
年
々
聲

之
を
調

書

・
藻

欝

肇

定
む
・
ミ

　

か
・
・
課
震

格
憂

際
の
償
肇

が
慧

す
る
様
の
こ
轟

く

一
…
な
ら
う
.
即
ち
墨

の
選

方
法
髪

買
羅

の
・
・
も
の
は
之
・
贅

饗

懲

の
な
き
も
の
は
・
塾

に

.

依
て
還
元
す
る
の
方
法
に
警

、
両
誉

も
に
依
・
・
あ

崇

暴

食

・
評
償
護

碧

し
て
之
を
定
め
し　

.

む
る
、
達

せ
ば
、
肘
窩

格
琵

較
的
傘

な
・
も
分
が
紫

や
　
。
同
種
の
財
産
に
て

も
・
其
時
其
時
の
牧

墾

。
依
て
實
際
の
繕

は
難

し
て
奪

う
が
、
そ
れ
が
藩

論

の
寡

毒

っ
て
綜
合
墨

の
中
に
更
.

2

㌘

ご
、
同
番

産
・
間
景

黍

の
・
忌

畢

な
・
し
、
文
書

・
財
否

決
・
・
客

〃
養

禦

見
出
さ
れ
て
綜
合
墨

の
中
・
奨

っ
て
鴛

の
で
あ
・
か
ら
・
異
種
の
髪

が
差
別
的
最

扱
は
慕

い
で
.・

…

ぞ

一
睨
同
仁
の
見
地
よ
最

扱
は
れ
・
・
ξ

な
・
、
此
-
し
麦

蓋

髪

の
闘
に
射

傘

が
無

く
な
る

.

の
.で

あ

る

。三
、
現
行
牧
霧

制
度
勝

得
撃

補
充
す
・
芸

ひ
乍
ら
、
雑

嚢

鐸

解

羅

郵

亭

解

糖

…
躍

穿

、
之
を
枠
馨

㌘

落

筆

穽

筆

黍

砂
繁

・、

地
租
に
就
て
い

へ
ば
、
共
地
霞

所
得
の
査
定

に
於
て
付
薬

考

喜

ら
れ
な
.い
。
田
畑
の
所
得
は
・
前
三
年
.

阿
毎
年
の
纏
吸
入
金
額

よ
り
必
要
の
鐸

を
控
除
し
た
る
も
の
の
卒
均
に
依

り
籍

す
る
こ
ご
に
な

っ
て
み
る
・

　

　

　

管
麓

・
就
て
い
へ
ば
、
地
租
の
場
合
墨

糞

壷

際
・
於
・
所
得
査
定
の
藻

材
料
薪

ら
れ
募

る
・

時

論

轟

欝

度
・
蒙

・
就
・

.

筆

三
巻

笙̂

號

九
七
)

乳

や

.



「

鷺

羅

制
箋

競

べ
.
.

筆

三
費

露

天

)

突

　所
が
素
ご
一

厩
々
に
.日託

る
外
形
標
準
で
、
各
業

者
・
間
垂

が
な
・
の
み
　

す
・
實
際
・
墓

髭

行
。
、
も
の
、
あ
る
の
で
あ
る
、
既
に
此
の
外
形
肇

…

奮

　

・
の
・
　

与

れ
・
・
之
・
所
親

　に
於
け
・
所
得
の
奈

を
測
・
標
讐

す

・
に
至
て
量

・
其

不
當
を
甚
し
く
著

も
の
藷

は
ね
ば
な
畠

・

　
コ　

此
の
如
く
現
行
牧
盆
欝

度
は
、
徴
撃

警

滲

、も
、
甚
し
景

牟

を
生
す
・
の
で
あ

る
・
現
行
牧
盆
税

…
制
度
。
代
ふ
、
三

欝

窪

を
以
て
す
を

、
柴

傘

も
亦
籍

せ
ら
れ
み

妻

事

二

艇
卵
現

認

も

も

や

や

し

も

へ

も

も

も

も

ヘ

セ

も

鍵

鱗

鯛轄

騙
認
伽羅

糊
静静
郷
鰺

誌
齢饗

肝

得
の
全
髄
が
申
告
せ
・
量

、
・
れ
・
根
源
　

・
・
財
産
・
調
査
・
糠
婁

得
る
か
ら
で
あ
る
・芒

至

て
補
充
聾

し
て
の

疲

髪

税
搬

税
手
簿

於
て

'も
亦

疲

所
得
撃

蟄

も
の
芸

ふ
こ
慕

出
來
る
・

望

塗

る
所
に
依
て
之
を
観
る
・
、
我
・
・
行
務

視
制
度
・
昊

　

難

が
・
・
が
・
之
・
改
め
て

一
、

般
財
霧

ど
す
る
ご
、
。
行
直
蓄

制
度
・
藍

絵

・
除
去
・
・
れ
・
、
是
が
啓

覆

撃

補
ふ
に
蚕

財

産

撃

以
て
す
・
の
制
度
は
、
所
得
税
を
塑

に
牧
猛
撃

以
て
す
る
　

も
遙
極

っ
て
み

る
繭

は
詮

な

.

ら

の

。

第
五
、
財

産

税

新

案

.



＼
所
得
馨

補
充
挽
ε
し
三

股
財
産
婁

碗

鍵

霧

よ
農

て
・
・
…

は
,
.上
段
葵

慧

著

馨

摺

が

、
こ
は
挽

制

の
組

み
立
て
に
就
て
の
議
論

で
あ

る
、
そ

の
財
産
税
を
如

何
な

る
形

に
造

り
上
ぐ
る
か

に
至

る
ε

寥

廓

勢

問
警

な
・
。

`

ヒ
.
.

.

圃

り

む

　

む

む

む

財
産
税
を
如
何
な
る
形
に
造
り
上
げ
る
か
の
問
題

に
先
ち
て
、
弦
に
財
産
視
の
本
質
を
明
に
せ
ね
ば
な
ら

融
。
.

財
産
税
ε
聞
く
`
、
財
産
を
奪
ひ
去
る
様
に
も
思
は
れ
る
、
そ
こ
で
財
産
税
は
國
民
纒
濟
の
獲
蓮
を
害
す

る
あ

…
の
で
め
る
ε
考

へ
る
人
も
あ
る
の
で
あ
る
。
撚
れ
ざ
も
、
'そ
は
未
だ
補
充
視
ε
し
て
の
財
産
挽
を
解
せ
な

い
も
の

…
で
あ
る
。
成
程
財
産
税
く
い

へ
ば
、
實
質
的
財
産
視
も
あ
り
、
名
義
的
財
産
税
も
あ
る
。
實
質
的
財
産
税
は
、
財

産
よ
り
挽
を
支
彿

は
し
む
る
も

の
で
、
名
義
的
財
産
税
は
所
得
よ
り
視
を
支
彿
は
し
む

る
も
の
で
あ
る
。
弦

に
謂

つ

コ

も

や
　

コ

も

カ

も

う

も

も

ヘ

ヤ

ち

マ

も

ロ

う

も

も

も

も

　

セ

コ

も

へ

も

へ

ふ
所

の
補
充
税
ε
し
て
の
財
産
税
は
名
義
的
財
産
税
に
し
て
、
實
質
的
財
産
税
で
な

い
、
前
屡
々
説
い
た
通
り
所

得
税

「
本
で
は
財
産
所
得

に
重
く
課
す
る
趣
后
を
徹
底
す

る
こ
蓬
が
出
来
強
か
ら
、「

財
産
税
を
以
て
之
を
補
ひ
其

趣
旨
を
貫
か
ん
ご
す
る
の
で
あ

る
、
さ
れ
ば
補
充
枕
ピ
し
て
の
財
産
税
は
所
得
よ
り
支
沸
は
し
む
る
こ
ご
が
精
神

で
な
け
れ
ば
な
ら

漁
。
所
得
よ
り
支
彿
は
れ
て
る
る
以
上
は
、
国
民
脛
濟
の
獲
達
を
害
す

な
ご
謂
ふ
こ
ぜ
が
山
衆

一
ぬ
、
若
し
國
茂
鹿
濟
の
獲
蓬
を
害
す

る
こ
ピ
あ
る
も
の
を
求
め
ば
、
そ
は
實
質
的
財
産
視
で
あ
ら
う
。
濁
逸
の
非

…
常
財
産
税

(
帝
国
緊
急
犠
牲
)
の
如
き
、
伊
國
の
財
産
視
の
如
き
は
即
ち
そ
れ
で
あ
る
。
是
が
故
に
余
輩
は
第

一

…
に
實
質
的
財
産
視
ε
名
義
的
財
産
税
ご
を
庭
別
し
、
補
充
税
こ
し
て
の
財
産
挽
は
飽
く
迄
も
名
義
的
財
産
税
た
る

時

論

直
接
税
制
度
の
整
理
に
就
て

第
十
三
巻

(第
一
號

九
九
)

九
九

'

巾

.



時

論

直
接
硯
制
度
の
整
理
に
就
て

第
+

三
春

(
第
、「
號

δ

○
ど

一
〇
〇

」
こ

ご

を

明

に

し

て

置

き

た

い

ピ

思

.ふ

の

で

あ

る

。

羅

.、
し
て
の
財
産
聾

名
詩

財
臨
税
・
あ
・
乏

ば
・
墨

税
の
組
み
立
て
ば
自
奮

て
來
る
.
.

鞭

潔

庸

樗

。
漣

罹

れ
な
・
で
、
所
得
の
・
・
霧

・
れ
…

す
る
に
は
嚢

隙
蝉

　を
上
ぽ
。
て
は
行
か
ぬ
、
.藝

.す
れ
ば
、
慈

璽

露

雰

罫

総

雰

寒

駅

〕津

奮

・
併
し

…

塞

の
低
い
ご
・
.、
巌

掌

・
混

例
塞

・
　

れ
ば
な
ら
雪

い
ふ
義
で
な
い
・

財
産
が

「
の
租
税
主
艘

湊

.遭

逢

、
其
代
り
麓

力
も
亦
其
馨

養

れ
・
來
・
・
隻

欝

酔
慧

恥
審

箏

欝

か

誘

が
至
當
。
。
・
遣

し
蓑

局
馨

・
・
讐

亨

て
は
可
か
発

　汝

樫

凛

複

財
霧

で
あ
る
限
轟

窪

租
婁

讐

馨

せ
・
れ
・
・
蜘曇

義
萎

掌

碁

ひ

一

書

れ
ば
な
・
・
。
但
・
特
別
・
理
由
・
…

を
除
く
こ
ε
は
・
敢
て
妨
げ
な
い
.

「
罵

羅

を
以
て
擁

・
補
充
撃

　

以
毒

羅

蓉

か
豪

翼

参

馨
筆

事

奮

る
、
決
し
て
菱

黙
を
甚
し
与

る
・
の
,、
・
あ
・
て
は
可
竃

是
れ
亦
勢

視
た
る
養

よ
り
當
肇

　
る

べ
き
　
　

で
あ

る
ロ

睡鍼

欝

馨

欝
騨欝
無

難
蕎

爵
畳聾

見
や
う
ご
思
ふ
、
此
特
別
委
器

が
定
・
た
整

税
案
・
、
秀

世
苔

せ
・
餐

が
・
新
羅

上
に
は

"

.



轍

読
癖
嚢

讐

躰鷺

㎞転

鷺
黙

聞紙・・憐

搬

輪

講
禦
観欝

　　辮

欝

欝
灘
　　擁
　脇㌍辮

雛

讐

霧

鍵
　講
　鮮

慨痴韓

　灘

連

に
依
て
う
帽を
窺
れ
ば
原
則
ご
し
て
は
租
誇

・
胤
・
・
高

座
攣

崖

の
離

物
穿

る
、
自

　
懸

鍵

肇

耀
.難

欝

駿
総

讐

鋳
覚連

発畷
　
癖

難

議論あ、を冤れまい頼彗

饗

譜

の蒋
・・.

「

や

噛



一
時

論

直
鍵

制
度
・
蒙

に
就
・

筆

三
巻

第̂
一
號

δ

二
)
.
.一
9

[

載

は
弓

、攣

る
者
は
、
二
千
圓
に
勤
す

畠

税
は
=
面

な
る
が
故

に
、
之
に
依
て
衆
議
院
馨

肇

失
は
ざ
ら

一
し
め
ん
・
.す
・
も
の
で
あ

を

い
ふ
の
で
あ

・
が
、
馨

幕

を
騨

三
園
以
吉

限
・
必
要
も
な

い
或

は
地
方

一
税
を
A
・
算
し
て
三
園
以
表

し
て
も
可
い
事
で
あ
る
。
或
は
叉
地
租
笹

量

蕪

が
な

い
か
ら
之
に
代
は

る
財

　「霧

に
も
免
難

を
高
手

る
必
要
が
な
・
三

ふ
も
の
も
あ
一

.
併
し
乍
・
所
霧

・
藩

滋

嵩

必
要

で
あ
る
ε
し
て

憂

額
以
下
の
所
得
を
冤
除
す
る
に
、
其
補
充
視
た
る
財
羅

に
之
を
免
除
す

る
必
要
な
い
こ
い

3
.
の
は
辻
褄

が
合

は

画
論
で
あ

る
。

二
千
圓

を
利
殖

し
て
年

五
朱
を
得

る

ご
せ
ば
、
年

に
百
圓

を
得

る
に
過

ぎ
濾
、

.

そ
れ
で
瀟

何
に
財
肇

有
し
て
ゐ
・
青

い
へ
、
我
国
・
て
暑

民
階
級
歯

し
て
ゐ

を

皐

差
支
な
い
・

租
税

に
肚
曾
政
策
の
意
義
を
含
ま
し
む
る
ご
、
財
産
税
に
於
け
る
免
税
黙
ば
荷
大

に
引
上
げ
ね
ば
な
る
ま
い
。

霜

露

翼

於
け
る
並
.遍
嚢

は
又
離

方
法
・
も
及
ん
で
、
禦

辮

霧

差

つ
た
・
響

総
て
絵

屋

は
個
人
に
馨

し
て
溌

す
・
・
ξ

な
っ
て
ゐ
・
・
暴
れ
所
轄

の
誓

羅

方
法
に
懲

す
喬

で
あ
る
・

所
が
吐
薬

.雛

主
義
・
は
大
な
・
雛

が
あ
・
、
即
ち
無
記
名
嚢

公
雛

繁

行
預
舞

は
源
泉
課
馨

し

一
て
配
當
又
は

利
子
支
彿
の

際
徴
放
す

る
こ
ε
》
な

っ
て
み
る
。

暴
れ
亦
第
二
種
所
得
税
に
煩
慮
す

る
も
分
で
.め

か
。
撚
れ
ざ
…

器

雰

馨

罫

認

馨

ゲ

笙

に
は
馨

課
野

韓

姦

卸
す
る
こ
ミ

な
る

謂

二
に
髭

叢

を
定
め
た
趣
旨
を
貫
盗

・
く

な
る
、
芒

源
泉
課
聾

す
れ
ば
器

黙
以
下
に
も
撃

る

`

.

こ
ε
》
な
る
か
ら
で
あ
る
。
火
第
三
に
は
公
債
肚
債
銀
行
預
金
等
の
利
子

よ
り

一
時
に
第
二
種
所
得
税

ピ
財
産
税

十

.



一
ε
を
引
き
去

っ
て
、
其
椀

の
重
き
を
.威

せ
し

め
、
其
有

償

證
券

の
償
を
座
す

る
こ
ε

＼
な

る
で
め
ら

う
。

　
む

む

つ

　

」

租
税

圭
艦

ご
し
て
は
、
自
然

人

の
み

が
考

へ
ら
れ
、
法
人

は
之

を
除

く

こ
し
て
あ
る
.、蓋

し
法
人

に
封
ず

る
自
然

一
人

の
権
利
が
財
産

ε
し
て
税

せ
ら
れ

て
る
る
以
上

は
再

び

法
人

の
財
産

に
課

す

べ
き

で
な

い
こ
す

る

の

で

あ
ら

　
「
フ
コ
然
る
に
之
に
馨

の
制
限
を
馨

な

ご

、
非
常
な
・
弊
害
を
生
じ
て
来
る
ξ

火
を
観

・
よ
り
も
明
か
で

あ
'る
。
現
に
所
得
税
の
.配
當
課
税
を
免
れ
ん
が
短

め
に
纂

は
保
全
會
肚
其
他
の
名
を
以
て
會
耽
を
組
織
し
之
を

　
し
て
他
の
會
駐
の
株
式
を
有
せ
し
め
て
み
る
の
で
め
る
、若

し
會
肚
に
射

し
て
財
産
税
を
課

せ
ら
れ
ぬ
ご
す
れ
ば
、

.

此
の
如
き
脱
答

肚
の
享

・
財
産
に
も
亦
之
を
課
す
る
・
・
が
出
來
氏

・
さ
　
な
る
春

寒

肝
総

箒

ヘ

ヘ

コ

ヤ

も

も

も

し

　

も

ミ

も

　

つ

つ

い

も

い

ち

も

れ
更

に
又
財
産
税
を
免
れ
る
こ
ご
に
な
る
で
あ
ら
　
。
是
れ
實

に
不
公
季
の
甚
し
き
も
の
ε
謂
は
ね
ば
な
ら
漁
・

故
に
法
人
に
課
視
せ
ざ
る
の
主
義
を
探
る

、に
し
て
も
、
少
く
ご
を

一
會
肚
の
過
字
数
の
株
を
家
族
の
間
に
て
所
有

一
す
る
場
合
に
は
其
會
肚
の
財
産
を
個
人
財
産
ご
看
做
し
て
財
産
税
を
課
す

る
様
に
せ
ね
ば
な
る
ま
い
。

　
　

　

一

筆

・
就
て
は
雰

の

一
、
五
の
比
例
税
奮

し
て
あ
ゑ
.
此
塁

は
撃

高
悉

い
か
吃

先
づ
補
充
撃

…
し
て
の
財
産
税
の
本
質
に
適
て
る
る
ξ
謂
ふ
こ
ご
が
出
來
る
。
但
し
竃

も
累
進
税
牽
の
色
彩
を
加

へ
な
か
っ
た
の

一
は
、
遠
慮
に
過
ぎ
て

　
般
財
産
税
の
本
色
を
十
分
に
獲
撮
せ
し
む
る
こ
ご
が
出
来
な
い
様
で
あ
る
。
思
ふ
に
財
産

一

黎

杯

零

露

冨

慶
蕎

黙

鼻

婁

か
袈

・
勿

駄

獣

須

賀

募

か
・
髭

視
警

手

…

野

し
て
・
・
か
・
、
二
千
圓
淫

す
・
か
否
か
・
決
す
る
場
食

於
て
の
み
一
般
財
霧

の
本
票

護

れ
て

時

論

・
直
接
穐
制
度

の
整

魂
に
槻

て
.
.

第
十
三
巻

.
(第

一
號

、一
〇
三
)
.

一
〇
三

画

9



時

論
.

直
接
税
制
度
の
整
理
に
就
て

凍

る
に
過

ぎ
ぬ
。

第

十

三
巻

.
(第

一
號

「
〇
四

)

一
〇
四

'

….

第
六
、
地
租
警
業
税
の
地
方
委
譲

一

爵

産
撃

立
て
、
所
得
撃

璽

も
の
手

れ
ば
、
隻

の
地
租
纂

視
は
・
齢

鶴

聾

し
乏

を
廃
す
べ　

一
き
で
あ
る
、
そ
こ
で
臨
時
財
政
経
済
調
査
會

の
特
別
委
員
會

は
地
租
婁

撃

國
聾

し
て
屡
し
・
之
を
地
方
團

一

讐

委
譲
せ
ん
手

・
の
案
を
立
て
た
の
で
あ
・
、
肇

最
近

の
委
員
會
で
は
之
を
徹
底
的
に
行
ふ

こ
ε
が
暴

皿
な
く
な

っ
た
様
で
あ
・
.、
そ
れ
は
財
窺

　

す
る
牧
入
が
舞

少

い
蕊

ふ
-矯
め
で
あ

・
。
大
藏
省
の
計
甚
.

・
依
る
ε
、
爵

の
財
藏

額

は
、
約
吾

三
+
二
箇

で
、
二
千
蟹

下
を
髭

す

る
`
・
㌘

頷

欝

格

.

・
.創
三
百
九
+
馨

圓

・
な
・
、

之
旱

分

一
、
,
五
を
肇

・
く

駿

五
千
ル
百
三
+
金

園
を

得
を

い

.

ふ
の
で
あ
る
、
威

が
地
租
楼
業
税
の
牧
人
は
総
計

一
億
三
千
萬
圓
嶋
上
る
の
で
あ

る
か
ら
、
彼
を
以
て
是
に
代
ふ

溶

ご
、
農

牧
入
の
欠
陥
を
生
す
.る
こ
ξ

な
る
、
是
に
於
て
税
制
整
理
特
別
委
馨

で
は
・
.過
渡
的
制
度
こ
し

…
で

鍵

ぎ

態

、
髪

撃

暫

起
・
・
、
・
高

鷲

地
租
葉

撃

地
方
に
蓬

芋

之
を
國
聾

し
て

維

持
し
誓

其
代
・
馨

峯

減
し
て
最
近
の
牧
人
額
の
舞

即
ち
約
奉

書

箇

を
得
て
財
政
を
鰍
達

し
や皿

.フ
与

る
の
で
あ
、
。
財
産
税
が
窪

し
て
来
る
三

約
三
ケ
年
姦

す
ξ

か
)
真
壁

至
っ
て
、
地
方
羅

に
地
租
善

業
磐

を
委
譲
せ
ん
こ
す
る
の
で
あ
・
。
是
に
至
て
過
渡
時
代
に
於
け
る
我
直
欝

制
度
は
非
常
に

甲



」混

雑

し
た
も

の
ε
な
り

、
.叉

不
徹

底
の
も
の

ε
な

る
、の
.で
あ

る
。
・
凡

そ
税
制

の
改
革

は
非
常

の
決
心

を
要
す

る
も

」の
で
あ
・
、
断
・
て
行
窒

、
葬

多
あ

牧
人
を
得
・
に
相
違
な
い
、
墾

が
低
け
れ
ば
、
財
募

隠
奪

ら

～る
ミ

の
ぞ

守

、
慧

以
外
の
牧
入
を
隼

・
・
ξ

ち
な
ら
㌔

雷
雲

が
墨

税
に
依
て
得

べ
き
収
入

一
一
を
李

箇

ご
計
上
。
、
は
、
用
.提

ぎ
。
る
計
算
…

か
・
劉

ぬ
。
兎
に
角
偏

・
計
算
す
塵

依
・
折

　
角

の
需

肇

案
を
不
徹
底
に
終
ら
し
む
る
は
、
遺
憾
の
極

こ
い
は
ね
ば
な
ら
漁
。
併
し
乍
ら
財
産
税

の
成
績
を　

…
見
て
三
年
の
後
地
租
瞥
業
視
を
地
方
團
艦
に
委
譲
す
る
こ
ご
が
出
來
.る
ご
す
れ
ば
、
必
ず
し
も
過
獲
的
時
代

の
不

徹
底
を
忽
ぷ
こ
ご
が
田
楽
な
い
こ
ご
も
な
い
。

地
租
纂

税
を
地
方
團
讐

委
譲
す
る
・こ
ε
は
、
地
方
財
政
の
困
窮
を
告
げ
て
み
る
含

、
地
方
團
艦
の
爲
め

…

恢

迎
す
べ
き
ξ

で
あ
る
。
去
り
乍
姦

三

っ
慧

せ
詮

な
島

こ
・
は
、
地
租
や
葉

枕
を
地
方
に
委

摩

.。
に
先
。
老
農

正
せ
ね
ば
な
ら
蓼

、
ご
で
雲

、
地
租
・
葉

黎

官

長

・
其
警

堪
へ
雪

害

許
さ
ば
、
之
を
越

力
に
委
譲
し
て
も
、
其
弊
が
自
然
に
潰
滅
す

る
も
の
こ
見
乃
こ
ご
が
出
来
綴
。
地
租
㍗
轡
業
視

.

は
、
法
律

に
於
て

一
定
の
準
則
を
定
め
限
度
を
定
む
る
こ
ξ

な
る
で
あ
ら
う
が
、
地
方
團
讐

藷

園
に
於

て

…
地
方
議
會
の
協
賛
惚
経
て
奨
地
方
に
適
す
る
様
に
決
定
す
む
こ
ε
が
出
京
ね
ば
な
ら
澱
。
例

へ
ば
地
租

に
し
て
地

ロ

.

贋
を
裸
視
擢

与

る
の
鍵

を
探
る
与

れ
ば
、
其
地
方
の
姿

に
依
て
年
義

々
地
響

評
定
す

る
方
法
を

…
探
ら
ね
ば
.な
轟

、
善

業
税
に
し
て
も
純
益
か
資
本
か
何
れ
か
を
標
饗

し
て
課
す
る
の
方
針
を
定
め
て
行
か

僻

論

直
接
税
制
度
の
整
晋

墨

筆

三
巻

童

號
二
・
畢

5

五

r

や

.



時

論

直
接
慰

の
・
理
毒

筆

三
餐

笙

墾

。
六
二
.

昊

詮

、
、
粗
.
.毒

の
關
係
は
他
の
地
方
税
・
霧

・
て
難

ず
・
・
.・
あ
る
・
其
詳
論
は
後
屋

響

　
愈

一
ふ

。

　
　

　
　
　

の

　
一

第

七

.、

結

論

,

～が馨

讐

麺

響

噸熱
舞

鶴
簸
讐

鳳鋤

厩
制
度
を
。兀
成
し
。
て
所
罷

を
・
ふ
・、
　

・
の
方
糞

・
・
れ
　

で
・
な
・
が
・
そ
れ
で
歯

種

一
一
の
財
産
を
有
す

る
者
の
間
に
於
て
、
叉
異
種
・
財
産
・
有
・

・
蕎

・
於
・
蓼

劣

結
果
養

す
こ
蓋

　れ
な
い
.
然
る
に
所
盤

を
補
ふ

に̀
財
霧

・
以
手

き

、
是
等
・
弊
・
除
・
・
同
種
の
墨

を
有
す
る
者
の

。
に
於
て
も
、
異
種
の
墨

を
孕

る
者
の
問
・
於
ξ

、
公
牛
・
雑

・
受

く
る
こ
一

　

・
整

所
盤

」を
套

に
財
産
撃

以
手

・
・
忌

霧

巳

て
之
を
蔑

せ
ね
ば

な
ら
阻
.

　繍欝

鷺
欝

欝
蹴羅

饗
羅

離

礁
騨躍

る
Σ
。
が
あ
る
は
叢

で
あ
る
.
併
し
乍
ら
性
別
委
蕃

・
藷

決
定
・
蕎

ざ

翁

ら
れ
て
る
な
い
・
他

日
其

公
表

を
待

て
重
て
論
ず

・

・
要

し
や

う
・

(大
悪

・
・
六
・
三

)

.


